
館名 部屋名 区分
午前9時～

午後0時30分
午後1時～
午後5時

午後6時～
午後9時30分

全日

R8年3月31日まで 8,300 8,300 9,900 26,500

R8年4月1日以降 8,900 8,900 10,300 28,100

R8年3月31日まで 4,100 4,100 5,000 13,200

R8年4月1日以降 4,400 4,400 5,200 14,000

R8年3月31日まで 5,000 5,000 6,000 16,000

R8年4月1日以降 5,200 5,200 6,200 16,600

R8年3月31日まで 900 900 1,000 2,800

R8年4月1日以降 1,100 1,100 1,100 3,300

R8年3月31日まで 900 900 1,000 2,800

R8年4月1日以降 1,100 1,100 1,100 3,300

R8年3月31日まで 4,100 4,100 5,000 13,200

R8年4月1日以降 4,400 4,400 5,200 14,000

R8年3月31日まで 900 900 1,000 2,800

R8年4月1日以降 1,100 1,100 1,100 3,300

R8年3月31日まで 900 900 1,000 2,800

R8年4月1日以降 1,100 1,100 1,100 3,300

R8年3月31日まで 900 900 1,000 2,800

R8年4月1日以降 1,100 1,100 1,100 3,300

R8年3月31日まで 900 900 1000 2,800

R8年4月1日以降 1,100 1,100 1,100 3,300

R8年3月31日まで 1,700 1,700 1,700 5,100

R8年4月1日以降 2,000 2,000 2,000 6,000

＜備考＞

第1研修室

第2研修室

和室研修室1

巣南公民館

多目的ホール(全
面)

第2講義室

ふれあいホール

第1講義室

多目的ホール
(ステージ側半面)

多目的ホール(半
面)

和室研修室2

調理室

【巣南公民館の料金改定表】

※この表中において、多目的ホール（半面）の()書き金額は、ステージ側半面とステージを使用する場合の使用料とす
る。
※公民館の利用に当たっては、利用時間帯を2分の1に分割して利用することができるものとする。この場合において、使
用料は、当該使用料に100分の50を乗じて得た額とする。


